
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定側及び可動側を有するロバーバル機構の起歪体と、前記固定側に取り付けられた固
定極板と、前記可動側に取り付けられた可動極板とを備えた静電容量式秤において、
　前記固定側には、絶縁体であるスペーサーと、前記固定極板と、前記可動極板が下側に
反った際に接触するための突出部を有しかつ絶縁体であるスペーサーと、前記絶縁体であ
るスペーサー、前記固定極板、前記可動極板が下側に反った際に接触するための突起部を
有しかつ絶縁体であるスペーサーの順に挟んで固定するビスとを有し、
　前記可動側には、前記固定極板が上側に反った際に接触するための突出部を有しかつ絶
縁体であるスペーサーと、前記可動極板と、絶縁体であるスペーサーと、前記固定極板が
上側に反った際に接触するための突出部を有しかつ絶縁体であるスペーサー、前記可動極
板、前記絶縁体であるスペーサーの順に挟んで固定するビスとを有することを特徴とする
静電容量式秤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、静電容量式秤に関するものであり、詳しくは落下といった規定重量以上の想定
外の応力が秤に加わった際に、センサとなる電極板の変形を防止する構造に関するもので
ある。
【０００２】

10

20

JP 3969940 B2 2007.9.5



【従来の技術】
秤における重量の検出手段の一つに静電容量式のものがある。これは重量に比例して変形
する板ばねや起歪体といった弾性体の特性を生かし、弾性体の変形量に応じて静電容量式
センサからの電気的信号から重量値を算出するものである。この弾性体や電極板からなる
静電容量式のセンサユニット部は、僅かな荷重でも検出可能なように弾性体が変形し、そ
れに応じて電極板間隔が変化するように設計された精密なものである。
【０００３】
しかし秤が落下した場合には、その衝撃で電極板が塑性変形を起こして元の形状に戻らな
くなる恐れがあった。落下まで至らなくとも、輸送中の衝撃により、電極板がぐらついた
りすることがあった。そのような事故が生じた場合には、無荷重時でも電極間隔は大きく
変化したままとなり、その後の測定は誤った荷重値を表示したり、測定自体が不可能とな
ることもあった。電極板の厚さが薄いと塑性変形が起こり易いため、電極板を厚くするこ
とで電極板自体の強度を上げることも考えられるが、電極板が厚くなれば、重量も重くな
るため、落下した衝撃は大きくなる。電極素材の弾性限界を超える衝撃が加わると、塑性
変形を起こすため、通常このような対策は行われない。そのため、強い衝撃が加わった場
合に電極板が変形を起こさないように、電極板の下にストッパーとなるボスをベース部か
ら設けて、電極板がボスに接触するようにし、必要以上に電極板が可動しないよう制限し
ていた。あるいはゴム材やスポンジといった衝撃吸収材を電極板の下に貼り付け、過荷重
が加わった時の衝撃を緩和していた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来のベース部にボスを設ける構成では、センサユニットとベース部のボスとの隙間が正
確でなければならず、ベース部材及びセンサユニット、ベース部を連結するビスといった
複数の部品を生成する際に正確な寸法精度が必要とされる。しかし、一般的にベース部は
樹脂成型品のため、反りや傾きが起き易いものである。そのため、ボスとセンサユニット
の間隔が安定せず、組み立ての際に正確な面加工がなされているか確認を必要とした。
【０００５】
また、電極板の下に、ゴム材やスポンジを貼り付ける方法は、面倒な貼り付け作業が必要
であった。
【０００６】
本発明はこのような従来の問題に鑑みてなされたものであり、簡単な構成で、静電容量式
秤の電極部が変形するような衝撃を防止できる秤を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の静電容量式秤は、ベース部上に一端が固定されたロバーバル機構の弾性体と、こ
の弾性体の変形により間隔が変化する一対の電極板とを備え、一対の電極板のうち第一の
電極板が弾性体の固定側に取り付けられ、第二の電極板が弾性体の可動側に取り付けてあ
り、
弾性体の固定側に第二の電極板の可動を制限するストッパーを設け、弾性体の可動側に第
一の電極板の可動を制限するストッパーを設けた荷重センサユニットからなる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の静電容量式秤は、起歪体や板ばねといった弾性体の変形量に応じて電気的信号を
出力する一対の電極板からなる静電容量式センサを備えており、その一対の電極板は、そ
れぞれ弾性体の固定側と可動側に固定されている。このような秤において、落下のような
衝撃が起きた際には、前記電極板は、他方の電極板を固定している側にストッパー部分を
設け、このストッパー部分と電極板との接触により、電極板の可動範囲を制限し、塑性変
形を防止する構成とする。
【０００９】
【実施例】

10

20

30

40

50

(2) JP 3969940 B2 2007.9.5



本発明の一実施例を図面を用いて説明する。
図１は、本発明の静電容量式秤において、重量を測定する物体を載せる載せ皿を外した状
態における秤内部、つまり重量を測定するセンサユニット部と合成樹脂からなるベース部
の平面図である。図２は、そのＡ－Ａ断面図。図３はＢ－Ｂ断面図である。図４は、その
センサユニット部のみを取り外した状態における側面図。図５はセンサユニット部の裏面
である。
【００１０】
弾性体はロバーバル機構を有する起歪体１を用い、一端（支持枠側）が起歪体ホルダー２
を介して、ベース部３からのリブ３Ａにビス４で固着され、他端（可動枠側）はベース部
３より浮いた構造となっている。起歪体１の下部には、絶縁体であるスペーサー５Ａ、５
Ｂ、５Ｃ、５Ｄを介してセンサとなる一対の電極板６、７が設けられている。起歪体１の
支持枠側下にスペーサー５Ａ、固定極板６、スペーサー５Ｂの順に挟まれ、２本のビス８
Ｂで固定されている。この固定極板６と相対向して互いに略平行になるように、可動枠側
に可動極板７が取り付けられている。起歪体１の可動枠側下にスペーサー５Ｃ、可動極板
７、スペーサー５Ｄの順に挟まれ、２本のビス８Ａで固定されている。荷重センサユニッ
トは、この固定極板６と可動極板７の極板間距離の変動により、荷重に応じた信号を出力
するものである。
【００１１】
図６は、スペーサー５Ａのみの図であり、図６（ａ）は正面図、図６（ｂ）は側面から見
た図である。スペーサー５Ａは絶縁体である樹脂成型品であり、２本のビスが通る孔５１
が形成されている。尚、スペーサー５Ｄにも、同様の部品を用いる。
【００１２】
図７は、スペーサー５Ｂのみの図であり、図７（ａ）は正面図、図７（ｂ）は側面から見
た図である。スペーサー５Ｂは絶縁体である樹脂成型品であり、２本のビスが通る孔５２
が形成されている。更に、その縁には電極板のストッパーとなる突出部５３が設けられて
いる。尚、スペーサー５Ｃにも、同様の部品を用いる。
【００１３】
起歪体１には、ビス９によって載せ皿（図示しない）を取り付けるための皿受け板１０が
取り付けられ、この皿受け板１０の切り欠き部分１１に載せ皿の裏側に形成されている爪
部のガイド部分を合わせ嵌め込むものである。
【００１４】
皿受け板１０は起歪体１に沿って支持枠方向に突出しており、その上面に押しストッパー
１０Ａが形成され、両側面には押しストッパー１０Ａと僅かな間隔を有して持ち上げスト
ッパー１０Ｂが形成してある。この押しストッパー１０Ａと持ち上げストッパー１０Ｂの
隙間には、起歪体ホルダー２の周縁部２Ａが僅かな間隔を有して挟み込まれている。
【００１５】
上記構成において本秤の動作を説明する。載せ皿に計量物を載せると皿受け板１０にその
重量が伝わる。起歪体１の支持枠側はベースに固定されているため、可動枠側だけが重量
によって下降し、それに伴って可動極板７も下がる。これにより、固定極板６と可動極板
７との間隔は広がり、両電極間の静電容量が変化する。この変化により発振周波数が変化
するため、荷重値に変換して計量物の重量を表示部に表示する。この静電容量式秤におけ
る回路構成は公知のため説明を省略する。この時、載せ皿に載せられる物体の重量が規定
重量内であれば皿受け板１０の押しストッパー１０Ａが起歪体ホルダー２の周縁部２Ａに
接触することはないよう設計されている。また、可動極板７もベース部３に接触すること
はない。
【００１６】
一方、規定重量を越えるものが載せ皿に載せられた場合には、皿受け板１０の押しストッ
パー１０Ａが起歪体ホルダー２の周縁部２Ａに接触し、規定重量を超える重量を受け止め
ることとなる。これにより起歪体１の可動枠側の変動も抑えられ、それ以上に可動するこ
とはない。
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【００１７】
また、載せ皿を持ち上げようとした場合には、起歪体１の可動枠側も上昇するが。皿受け
板の持ち上げストッパー１０Ｂが起歪体ホルダー２の周縁部２Ｂに接触し、それ以上に可
動することはない。この押しストッパー１０Ａ及び持ち上げストッパー１０Ｂが設けられ
ているため、通常の過負荷や持ち上げでは、電極板６、７に応力が加わることはない。
【００１８】
このようなセンサユニット部を有する静電容量式秤において、秤が落下した場合について
説明する。起歪体１は、ベース部３のリブ３Ａに固定されているため、通常、支持枠側は
大きな可動を起こさない。一方、可動枠側はベースに固定されていないため、可動が起き
易いが、押しストッパー１０Ａが起歪体ホルダー２の周縁部２Ａに接触するため起歪体１
の可動は制限される。この時、起歪体１の可動枠側に固定されている可動電極７は変動を
起こしやすく、スペーサー５Ｃ、５Ｄに挟まれた個所を支点にして大きく下側に反る応力
が働く。しかしスペーサー５Ｂの突出部５３に可動極板７の突出部が接触するため、それ
以上、電極板に反る応力は働かず、弾性限界内に抑えることが出来る。固定極板６もその
直ぐ下に可動極板７があるため塑性変形は起こらない。
【００１９】
更に、下方への応力が働いた後、その反動として、上方への応力が秤に加わる。その時、
固定極板６がスペーサー５Ａ、５Ｂに挟まれた個所を支点にして大きく上側に反る応力が
働く。しかし、スペーサー５Ｃの突出部５４に固定極板６の突出部が接触する。それ以上
電極板に反る応力は働かず、弾性限界内に抑えることが出来る。
このように、本発明の静電容量式秤における電極板のストッパー構造であれば、下方向及
び上方向どちらの応力に対しても保護でき、電極板の塑性変形を抑えることができる。
また、このような構成であれば、センサユニット部を自動機で組み立てる際に、各部品を
ほぼ上方向からの組み立てにより実現でき、また皿受け板を起歪体に固着するときも、上
方向から載せ、僅かに横方向にスライドするだけで組み立てられ、ストッパー対策された
センサユニットを簡単に構成できる。
【００２０】
以上、本発明の実施例として、ここでは弾性体の種類として起歪体を用いた静電容量式の
ものを示したが、この形態に限ることなく、板ばねを弾性体として用いたセンサの秤にお
いて本発明を適用してもよい。
【００２１】
また、スペーサーの形状もここに示したものに限らず、弾性体や電極板の大きさや形状に
合わせて、適宜設計変更を加えることは可能である。
【００２２】
【発明の効果】
本発明の静電容量式秤におけるセンサユニット部のストッパー機構であれば、センサであ
る一対の電極板のうち第一の電極板が弾性体の固定側に取り付けられ、第二の電極板が弾
性体の可動側に取り付けてあり、弾性体の固定側に第二の電極板の可動を制限するストッ
パーを設け、弾性体の可動側に第一の電極板の可動を制限する構成であり、主に落下のよ
うな応力が加わった場合に、僅かな可動でストッパーと電極板が接触するため、電極板の
可動を制限することが出来るので、特別な部品を設けずに電極板の塑性変形を防ぐことが
可能である。
【００２３】
また、本発明の落下対策構造であれば、センサユニット部に用いられる各部品は主にアル
ミや鉄材が使用されるため寸法精度が高く加工でき、センサユニット部のみで対策が可能
であり、その対策のために特別に部品を調整する必要もなく工数も削減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例における秤内部の平面図。
【図２】図１の秤におけるＡ－Ａ断面図。
【図３】図１の秤におけるＢ－Ｂ断面図。
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【図４】図１の秤におけるセンサユニット部のみの側面図。
【図５】図４のセンサユニット部の裏側の図。
【図６】本発明の一実施例におけるスペーサー５Ａ、５Ｄの図
【図７】本発明の一実施例におけるスペーサー５Ｂ、５Ｃの図
【符号の説明】
１　起歪体
２　起歪体ホルダー
２Ａ　起歪体ホルダーの周縁部
３　ベース
３Ａ　リブ
４、８Ａ、８Ｂ、９　ビス
５Ａ、５Ｂ、５Ｃ、５Ｄ　スペーサー
６　固定極板
７　可動極板
１０　皿受け板
１０Ａ　押しストッパー
１０Ｂ　持ち上げストッパー
１１　切り欠き
５１、５２　孔
５３、５４　突出部
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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